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第６回軽米町議会定例会 

 

令和 ５年１２月 ６日（水） 

午前１０時００分  開 議  

 

議 事 日 程 

 日程第 １ 一般質問 

       ９番 大 村   税 君 

       ８番 茶 屋   隆 君 

       ５番 江刺家  静 子 君 

 日程第 ２ 議案第１６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 日程第 ３ 議案第１７号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例  

              の一部を改正する条例  

 日程第 ４ 議案第１８号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部  

              を改正する条例 

 日程第 ５ 議案第１９号 会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する  

              条例 

 日程第 ６ 議案第２０号 令和５年度軽米町一般会計補正予算（第８号）  
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〇出席議員（１１名） 

   ２番 甲 斐 鉦 康 君       ３番 上 山   誠 君 

   ４番 西 舘 徳 松 君       ５番 江刺家 静 子 君 

   ６番 中 村 正 志 君       ７番 田 村 せ つ 君 

   ８番 茶 屋   隆 君       ９番 大 村   税 君 

  １０番 細谷地 多 門 君      １１番 本 田 秀 一 君 

  １２番 松 浦 満 雄 君 

 

〇欠席議員（１名） 

   １番 田 中 祐 典 君 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名  

      町            長      山 本 賢 一 君 

      副 町 長      江刺家 雅 弘 君 

      総 務 課 総 括 課 長      日 山 一 則 君 

 
      会計管理者兼税務会計課総括課長 
                         古 舘 寿 徳 君  
      兼収納・会計担当課長兼課税担当課長 
 

      町 民 生 活 課 総 括 課 長      工 藤 晃 子 君 

      健康福祉課総括課長兼福祉担当課長      小笠原 隆 人 君 

      産業振興課総括課長兼農林振興担当課長      竹 澤 泰 司 君 

      地域整備課総括課長兼上下水道担当課長      中 村 勇 雄 君 

      再生可能エネルギー推進室長      日 山 一 則 君 

      水 道 事 業 所 長      中 村 勇 雄 君 

      教 育 委 員 会 教 育 長      小 林 昌 治 君 

      教育委員会事務局総括次長      野 中 孝 博 君 

      選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長      日 山 一 則 君 

      農 業 委 員 会 会 長      山 田 一 夫 君 

      農 業 委 員 会 事 務 局 長      竹 澤 泰 司 君 

      監    査    委    員      西 山 隆 介 君 

      監 査 委 員 事 務 局 長      関 向 孝 行 君 

 

〇職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

      議 会 事 務 局 長      関 向 孝 行 君 

      議 会 事 務 局 主 事      竹 林 亜 里 君 

      議 会 事 務 局 主 事      松 坂 俊 也 君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開議の宣告 

〇議長（松浦満雄君）  おはようございます。ただいまの出席議員は定足数に達しており

ますので、会議は成立しました。 

    これから本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諸般の報告 

〇議長（松浦満雄君） 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 

    本日の一般質問は、通告順によって９番、大村税君、８番、茶屋隆君、５番、江

刺家静子君の３人とします。 

    次に、本日付で町長から議案５件の追加提出がありました。配布してございます

ので、朗読は省略いたします。 

    町長から追加された議案５件の取扱いについては、１２月５日、本会議終了後に

開かれた議会運営委員会において協議した結果、令和５年度軽米町一般会計補正予

算等審査特別委員会に付託して審査することで協議が調った旨、議会運営委員長か

ら報告がありました。 

    以上により、追加議案の付託区分表は配布してございますので、朗読は省略いた

します。 

    これで諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎一般質問 

〇議長（松浦満雄君） これより本日の議事日程に入ります。 

    日程第１、一般質問を行います。 

    質問通告に基づき、順番に発言を許します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◇９番 大 村   税 議員 

〇議長（松浦満雄君） 大村税君。 

             〔９番 大村 税君登壇〕 

〇９番（大村  税君） おはようございます。９番、大村税です。議長の許可を得、通告

に基づき２項について質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

    まず１項、再生可能エネルギーの推進として太陽光発電等の事業の現状と評価並

びに課題と今後の見通しについてお伺いいたします。世界的に大きな課題となって

いる地球温暖化防止対策として、その主な要因の一つである二酸化炭素の排出を減

らしていく取組が求められております。その大きな柱として、太陽光やバイオマス
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再生可能エネルギーの導入が進められております。国においては、２０５０年まで

にカーボンニュートラルの実現を目標とし、そのため２０３０年に向けて再生可能

エネルギーを普及していくこととしております。 

    本町においては、２０１４年に制定された農林漁業の健全な発展と調和のとれた

再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律（農山漁村再生可能エネルギー

法）に基づき、全国に先駆けて２０１５年に軽米町再生可能エネルギー発電の促進

による農山村活性化計画を策定し、この計画に基づき民間事業者による太陽光発電

などの再生可能エネルギー施設整備が進められてきたところであります。この計画

では、環境保全と農山村振興を目的としており、山林６００ヘクタール強、２００

メガワットを超える発電が計画され、既に全ての施設が完成し、売電が開始されて

いると認識しております。 

    そこで伺いますが、第１点として、町の計画にある事業者ごとの発電は計画どお

りに発電されているのか、また販売はどうなっているのか。さらに、町と発電事業

間において様々な事業推進に関わる協定を締結して取り組んでいると思いますが、

これまで環境対策、災害対策等に問題や課題が発生していないかどうか伺います。 

    仮に災害等が発生した場合の具体的な対応はどのようになっているのか。また、

今年８月に時間雨量８０ミリを超えたという数字が出ておりますが、そのことを踏

まえながら、併せてご見解をお尋ねいたします。 

    第２点として、計画の目的である農産振興、町づくりが再生可能エネルギーの推

進により、どのように進められているのか。具体的には、事業者による販売開始後

において、本町にとって最大のメリットの一つでもあると思いますが、再生可能エ

ネルギー施設の整備により固定資産税等の税収増がどの程度あり、またその財源が

町づくり施策などにどのように生かされているのか、再生可能エネルギー関連での

税収の現在の状況と今後の見通しを含めてお伺いいたします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  大村議員の再生可能エネルギーの推進として太陽光発電等の事業

の現状と評価並びに課題と今後の見通しについてのご質問にお答えいたします。 

    まず、１点目の本町の山林を活用した太陽光発電事業は、計画どおりの発電がな

されているのか、また売電先はどうなっているのかについてでございますが、町の

農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画では６つの施設整備を計画してお

りますが、現在５つの施設が完成して稼働しております。特にも軽米西、東ソーラ

ーは、区域面積が約４６０ヘクタールで、丘陵地帯に設置した施設としては国内有

数の規模とされております。計画どおり売電がなされているかとの質問でございま

すが、各事業所を確認したところ、当初の計画どおりに売電がされているとの報告
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を受けております。また、売電先につきましては、発電した電力は全施設とも固定

価格買取制度の下に東北電力株式会社様へ売電されております。 

    次に、環境対策、災害対策等に問題がないかについてでございますが、いずれの

施設とも山林を活用した施設のため、ハード面につきましては、大雨に対する対策

として岩手県の林地開発許可基準に基づき洪水調整池を設置して、大雨の際に一度

に流れないように貯留し、放流量を調整しております。この調整池は、軽米西山太

陽光発電所に１か所、軽米西ソーラーに１２か所、軽米東ソーラーに１７か所、軽

米尊坊発電所に４か所、軽米高家発電所に４か所設置しております。ソフト面につ

きましては、各事業者において異常気象時における当該林地開発に起因する災害が

発生しないよう、あらかじめ気象予報に応じた警戒配備計画や開発地の定期的巡回

活動及び点検計画を策定し、保全に万全の措置を講じております。 

    また、発電施設の管理を受託した事業者が施設の安全確認の点検を実施し、必要

に応じて水路の補修、調整池のしゅんせつを実施しており、大雨警報が発令された

場合は、各調整池の状況をカメラで監視し、越流の可能性がある場合には、防災行

政無線で周知したいと考えております。大雨、台風などの気象状況について常に注

視しながら、これまでと同様災害の発生が見込まれる場合には、早めの対応に努め

てまいりたいと考えております。 

    なお、町では各発電所と再生可能エネルギー発電設備の現状回復等に関する協定

を締結しており、発電事業終了後の環境対策として、役割を終えた太陽光パネル等

の産業廃棄物の撤去及び現状回復につきましては、事業者負担で行うこととなって

おります。 

    ２点目の売電開始後において、本町へのメリットの一つでもあり、固定資産税等

の税収増が見込まれているが、この財源は町づくりにどのように生かされているの

か、税収の状況と今後の見通しと併せて伺うについてお答えいたします。固定資産

税につきましては、太陽光発電所の施設整備により、償却資産が大きく増加したこ

とにより増収となっております。太陽光発電所の売電事業が開始された翌年の令和

２年度の固定資産税は、前年度に比較し約５億円の増となり、償却資産の増による

ものが主な要因で約９７％を占めております。償却資産の価格は、年々減少してい

くため、固定資産税も毎年減少してまいります。そのため、令和３年度には税収が

減となりましたが、新たに売電を開始した発電事業者があったことから令和４年度

は増収となり、本年度につきましても若干の増収が見込まれております。 

    来年度以降の固定資産税につきましては、償却資産の価格が減少していくため、

毎年約９％の減収で推移していくものと見込んでおりますが、償却期間であるおお

むね１７年間は税収を確保できるものと考えております。 

    これらの税収増につきましては、町の貴重な自主財源として、町の将来像である
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一人一人の活力と思いやりが循環するまちを実現するため、安心して子育てができ

る環境づくり、再生可能エネルギーの推進などによる雇用の創出と町民所得の向上、

中心商店街の活性化や若者定住対策の推進などに活用してまいります。 

    また、再エネ法では、農林漁業の健全な発展に資する取組を実施することとして

おり、町ではこれに基づき、事業者から再生可能エネルギー事業の収益の一部を軽

米町自然のめぐみ基金として、地元貢献の一貫として寄附していただくことで協定

書を取り交わしており、林業振興や農業の後継者育成事業などに活用させていただ

いております。 

    このように再生可能エネルギーの推進は、地域の活性化と持続可能な町づくり、

経済効果と雇用創出、さらには地球温暖化対策などに寄与するものであり、今後も

期待が大きいものと考えられますので、引き続き事業の推進に努めてまいります。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 大村税君。 

             〔９番 大村 税君登壇〕 

〇９番（大村  税君） 詳細にわたり説明、ご答弁ありがとうございました。再質問させ

ていただきます。 

    近年の国内の経済状況は、食料、資材、燃料などの物価高騰傾向にあり、特に燃

料、電気料については、二十数％以上高騰しており、国の激変緩和措置があったと

しても、今後も高騰傾向が続くという見通しであります。こうした状況は、本町に

おいても同様であると思います。町民生活への影響が懸念されているところでもあ

ります。国においては、所得税、住民税課税１人当たり４万円減税や低所得者世帯

への７万円給付をするとしておりますが、本町においても町民生活の独自の支援対

策として、発電事業所からの税収や寄附金などを財源として、特にも生活に欠かせ

ない電気料などへの助成制度を創設し、支援していくべきと考えますが、町長の見

解をお伺いいたします。 

    一方において、再生可能エネルギーによる町づくりを目指す本町としては、町民

にも再生可能エネルギーが身近に実感でき、また各家庭で省エネ政策を推進するこ

とにより、経済的負担の軽減を図っていく施策として、例えば各家庭で使用してい

る蛍光灯のＬＥＤ化や省エネのテレビ、冷蔵庫などの家電導入支援制度を創設して

はと考えますが、併せて町長のご見解をお伺いいたします。 

    よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  ただいまご質問ありました様々物価高騰、燃料高騰対策に関しま

しては、今回の支援策、取組として、福祉灯油の助成、それからまた国の臨時交付



- 47 - 

金を見据えながら物価高騰対策、物価高騰の影響を受ける町民の支援策についても

本定例会に関係予算を追加提案させていただいておりますので、よろしくご検討を

お願いしたいと思います。 

    また、議員おっしゃるとおり、やっぱり脱炭素はＣＯ２の排出を抑えること、も

う一つにやはり各家庭、個人個人によるＣＯ２の抑制と申しますか、それを抑えて

いくということも大事でございますので、今ご提案いただきました様々なことに関

しましては、前向きに検討してまいりたいというふうに考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 大村税君。 

             〔９番 大村 税君登壇〕 

〇９番（大村 税君） ご答弁ありがとうございました。 

    再生可能エネルギーによる町づくり政策が町民の皆さんに身近に感じられ、かつ

町民生活をしっかりと支援していく政策となると考えております。また、こうした

政策が最終的には地球温暖化防止対策の推進にも寄与することになりますので、先

ほど提案、提言いたしましたことを検討し、実施することを期待し、また要望、熱

望して次の質問に入ります。 

    ２項目でございますが、ふるさと納税制度の現在の状況と返礼品等についての方

向性をお伺いいたします。ふるさと納税制度は、２００８年に地方税法等の改正に

より創設された制度であり、人口減少による税収の減少への対応や地方と都市の格

差是正を目的としたものであります。そして、この制度は納税者が寄附する自治体

を自由に選択できること、お世話になった地域や応援したい自治体を支援できるこ

となどに意義があります。自治体においては、それぞれの自治体の取組を発信でき

る場でもあります。また、納税者から選ばれる自治体となるようにするための創意

や工夫も必要であります。現在全国のほとんどの自治体において推進されていると

認識しているところであります。本町においても、ホームページに軽米への想いに

感謝、あるいは町の未来へ「ふるさと納税」とタイトルを掲載し、納税のＰＲに取

り組んでいるところであると認識しております。 

    そこで質問いたしますが、本町におけるふるさと納税の現状等は、どのようにな

っているのか。直近３年間のふるさと納税数、金額並びに返礼品として利用された

主な内容についてお伺いいたします。 

    また、返礼品採用はどのようにして決定されているのか、併せてお伺いいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  大村議員のふるさと納税制度の現在の状況と返礼品等についての
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ご質問にお答えいたします。 

    初めに、直近３か年の状況についてでありますが、令和２年度からの当町のふる

さと納税の状況についてお答えいたします。令和２年度の件数及び金額につきまし

ては、２，０８６件、２，３７５万９，０００円、返礼品の数は９７点であります。

同じく令和３年度は、２，１４６件、２，４６９万４，０００円、返礼品は１０６

点であります。令和４年度は、２，１９４件、３，１５３万２，０００円、１１４

点となっております。 

    なお、令和５年度の１０月末現在の状況につきましては、９８２件、１，１８５

万５，０００円、返礼品は１３８点となっております。 

    ３年間を比較しますと、件数は横ばいながら寄附金額は増加しており、１件当た

りの単価が約１．２５倍になっている状況にあります。 

    その要因といたしましては、平成２９年６月から取り入れましたふるさと納税ポ

ータルサイトの導入による影響が大きいものと考えております。平成２９年度から

のさとふるに加えて、令和３年度にはふるさとチョイスを、令和４年度からは楽天

ふるさと納税をそれぞれ導入しており、寄附する方の利便性が高まったものと捉え

ております。 

    返礼品の選定につきましては、制度の開始当初は軽米町産業開発の協力をいただ

きながら、寄附金額に応じた特産品セットを設定しておりました。その後も町内事

業者のご協力をいただきながら、町の特産品、農畜産物を中心に品ぞろえを増やし

てきたところであります。平成２８年度からはサッポロビール東北ホップ限定ビー

ルを追加したところであり、今年度からは草刈り作業やお墓の清掃代行といった町

外に住む軽米町出身の方をターゲットにしたサービス型の返礼品を新たに加えてお

ります。 

    参考までに、昨年度の返礼品の上位品目については、町産ホップを使用したビー

ル、蜂蜜セット、ナラ炭が取扱い件数、金額とも多くなっております。また、新た

な返礼品につきましては、広報やホームページで返礼品を出していただける事業者

を募集し、インターネットのポータルサイトを通じて返礼品を提案していただく流

れとなっております。また、新たな品目の掘り起こしに向けて町から各事業所様へ

お声がけをさせていただいておりますので、今後につきましても、積極的に登録し

ていただくようお願いしてまいりたいと考えております。 

    なお、返礼品の基準につきましては、本年１０月から総務省において制度基準の

見直しが行われたところであり、その主な内容は、地場産品として製造、加工の基

準が見直されたこと、寄附受領証明書の発行等に関わる事務費用も含め、寄附金額

の５割以下とすることなど、総じて厳格化されたところであります。新たな返礼品

として登録する際についても、こうした基準に該当するか否かを事前に総務省へ照
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会することが必要となったところであります。 

    加えて、ふるさと納税につきましては、寄附金額そのものの増額だけでなく、寄

附いただいた方々とのつながりを広げていくことが重要との認識でおりますので、

これを機会に交流人口、関係人口の拡大に発展していくよう引き続き取り組んでま

いりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 大村税君。 

             〔９番 大村 税君登壇〕 

〇９番（大村 税君） ご答弁ありがとうございました。再質問させていただきます。 

    本町における納税返礼品の状況については、特産品などを中心として年々充実さ

れているようでありますが、私は納税した方への返礼の品物だけで終わるというこ

とではなく、何か次に結びつくような取組が必要ではないかと考えております。 

    例えば納税された方には、返礼品を届けるだけでなく、本町の豊かな自然、歴史、

文化などにも触れてもらえるような企画をすることにより本町に目を向けていただ

き、本町のよさを知ってもらうことができるような取組もあってはいいのではない

かと思うわけであります。 

    こうした取組等を通じて、交流人口の拡大、さらには移住、定住への足がかりと

していくことも期待できると考えておりますが、先ほど町長が少し答弁なさったけ

れども、その具体的な考えをお伺いいたしたいと思います。よろしくお願いします。  

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  私も今ご提案いただきましたことに関しましては、非常に検討が

必要であるというふうに考えておりますので、様々な面でやはりそういった軽米町

のよさと申しますか、返礼品だけではなくて、文化、伝統、歴史等もしっかりとア

ピールしながら、そして納税にご協力いただくように、これから検討してまいりた

いというふうに考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 大村税君。 

             〔９番 大村 税君登壇〕 

〇９番（大村  税君） 町長の考えが伝わるような答弁をいただきました。ありがとうご

ざいました。 

    そこで、先般１１月の岩手日報に掲載されました、盛岡市が年度内に返礼品を増

加するという掲載がございました。なるほどなと、私の思いと一致しているなと思

って見たところでございます。盛岡市は、岩手県でも中心市でありながら、花巻市、

宮古市、釜石市に納税寄附額が５倍、６倍の差をつけられて、一番低い３億円に満
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たない納税額だというふうなことをこれから重要視して、盛岡市は体験型返礼品を

増設して対応していくというようなことが載っておりました。ＪＲ盛岡支社と連携

しながら、鉄道ファン向けの体験型も返礼品にしていくというようなことが載って

おりましたので、我が町といたしましても、通年は無理かもしれませんが、春のチ

ューリップフェスティバル、あるいは夏のかるまい夏祭り、そして秋の軽米秋まつ

り、この三大祭りに軽米町に足を向けていただくような返礼品等を増設することを

考えてほしいなと、このように思って提案をいたしたいと、このように思います。 

    まず、今太陽光発電パネルの景観がミレットパークで人気を博しておりますが、

そのコテージ等に泊まる宿泊券を返礼品に追加していく、考えてはどうかなという

ふうな思いもございますので、ぜひ前向きに検討し実現することを期待し、要望い

たし、質問を終わります。 

    ありがとうございました。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  まず、この返礼品というか、ふるさと納税に協力していただくこ

とに関しましては、いずれこの返礼品の検討が非常に重要だということは認識して

おります。そういった面でも中身の充実、それは今後とも図っていきたいと思って

おります。また、当町、チューリップが非常に大きな観光資源となっておりますの

で、これも併せて検討しながら、これに関しましては、様々交通機関とか宿泊施設、

それからまた案内係とか、いろんな検討が必要になってくると思いますので、トー

タルで様々検討してまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◇８番 茶 屋   隆 議員 

〇議長（松浦満雄君） それでは、次の質問者に移ります。 

    茶屋隆君。 

             〔８番 茶屋 隆君登壇〕 

〇８番（茶屋  隆君） おはようございます。８番、茶屋隆です。議長の許可をいただき

ましたので、通告しておきました３点について質問いたします。 

    まず初めに、道路整備について３路線、３点についてお伺いします。１点目、町

道参勤街道線の整備についてですが、町道参勤街道線は高清水、横枕、観音林と、

住宅地の多い場所を通っており、以前から交通量が多く、最近は特に大型車が増え

ており、通るたびに非常に危険を感じ、よく事故が起きないなと不思議なくらいで

す。事故が発生する前に改良工事の完成が必要と思いますが、現在の進捗状況と今

後の計画、完成はいつ頃になるのかお伺いします。 
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    ２点目、一般県道二戸軽米線についてお伺いします。一般県道二戸軽米線は、令

和３年５月２５日に用地の地権者及びその隣接地権者への説明会で異論がなく、説

明会のとおり事業を進めることとし、その後用地測量と物件調査を実施し、令和４

年度からは用地買収及び物件交渉を進めるということで進められてきたと思ってお

ります。その後、改修工事の予定の路線にくいが立ち、工事がすぐ着工されるもの

と思っておりましたが、まだ着工に至っておりません。その間予定の路線に係る建

物、住宅等何軒か移転のため取壊しも進められていますが、改良工事は予定どおり

進められているのか。登記上問題があり、遅れているのではというようなお話もお

聞きしましたが、その点も踏まえて現在の進捗状況と今後の計画、完成はいつ頃に

なるのかお伺いします。 

    ３点目、軽米小学校裏の生活道路の町道認定及び拡幅整備についてお伺いします。

請願書は、令和２年１０月３０日に提出され、その後令和４年２月２０日に町内会

の方々が役場を訪れ、要望の趣旨を再度説明し、町へお願いされ、町からは町道認

定までの説明がなされ、その後は地元関係者の合意形成を図っていただき、町は道

路の基準や構造等の情報提供をしていくということでしたが、そのことを踏まえて

軽米小学校裏の生活道路の町道認定及び拡幅整備についての現在の進捗状況、また

今後の計画、進め方についてお伺いします。 

    よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君） 茶屋議員の道路の整備についてのご質問にお答えいたします。 

    まず、１点目の町道参勤街道線の進捗状況について申し上げます。町道参勤街道

線は、二戸市を通る国道４号線から国道３９５号線を経て八戸市へ通じるルートの

ため、交通量の多い幹線道路となっております。そのため、安全で円滑な通行ルー

トを確保するため、沼地区の国道３４０号線へ接続することとし、町単独事業とし

て平成２７年度より事業計画を進め、平成２９年度に工事着工しております。 

    着工からこれまで、沼地区の新規改良分８２６メートルのうち４５６メートルに

ついて暫定改良が進んでいるところでありますが、当該箇所は新規ルートであるこ

とから、切土や盛土を伴う工事が大きく、比較的事業量が伸びない状況でございま

す。また、支障物件の移設に伴う協議にも時間を要している状況となっております。  

    今後につきましても、引き続き事業費の確保に努め、着実に事業を推進してまい

りたいと考えております。 

    ２点目の一般県道二戸軽米線の進捗状況につきましては、現在令和２年度に着手

した道路測量、詳細設計及び用地測量、補償調査を引き続き進めながら、用地、補

償の交渉を行っていると県から確認しております。令和６年度も引き続き残る事業
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区間の用地、補償の交渉及び契約事務を進め、令和９年度完成を目指し、工事を進

めることも確認をしているところであります。 

    ３点目の軽米小学校裏の生活道路につきましては、さきに要望を受けている町道

軽米保育園脇線と併せた２路線を一体的に道路整備することにより、さらに利便性

が増すものと考えております。当該生活道路に隣接する地権者の皆様からは、協力

的な話を伺っておりますが、町道軽米保育園脇線に隣接する一部の地権者の方から

は、前向きな話を伺うことができないのが現状でございます。 

    町道認定を行い、道路改良整備を進めるためには、用地確保が必要となりますの

で、引き続き用地協力の同意及び寄附に向けて交渉を進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 茶屋隆君。 

             〔８番 茶屋 隆君登壇〕 

〇８番（茶屋 隆君） それでは、再質問いたします。 

    ２点目の一般県道二戸軽米線からですけれども、一般県道二戸軽米線は、中学生、

高校生の通学路となっており、道幅が狭く、非常に危険であるということは、十数

年前から言われてきました。大きな事故が起きないのは不思議なくらいでした。と

ころが、昨年車との接触事故ではありませんが、中学生の男子生徒が下校中、少し

スピードを出して下ってきた車を避けるために転んで骨折するという事故もありま

した。特に冬場は雪が積もって、除雪すれば道路の両サイドに雪が高く積もり、さ

らに道路が狭くなり、危険が増します。最近は、子供たちの通学は車による送り迎

えが多くなり、事故が心配されます。一般県道二戸軽米線の一日も早い完成は、中

学生、高校生の保護者、近隣の方のみならず、住民の皆さんの願いだと思います。

県道ではありますが、力強い町の後押しをお願いして、早急に完成することを要望

いたします。 

    ３点目ですけれども、軽米小学校裏の生活道路の町道認定及び拡幅整備について

ですが、道路の整備に関しましては、その道路の利用頻度、また町の予算による優

先順位等はあると思いますが、請願で出された道路は、町道本町徳楽寺線と町道桜

山線を結ぶ地域住民にとっては日常に欠かせない路線であるとともに、軽米小学校

への裏側からの出入口でもあり、教職員や施設管理事業者等の出入りにも利用され

ています。しかし、道幅が２．５メートルほどと狭く、これまでに消防車、救急車

等の進入が困難で心配される事例等もあり、住民の方にとって、特に緊急非常時に

安心して暮らせる状況にないとお聞きしております。軽米小学校管理の利便性の向

上、また同小学校施設が災害指定避難所でもあり、小学校を含めた地域の災害対策

の充実にもつながるものと考えられます。近隣の地域住民の方々の日常生活の安心、
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安全のためにも早急に町道認定と拡幅整備が必要と思いますが、いかがでしょうか。

特に町道の認定はいつ頃になるのか、拡幅整備も含めてもう一度町長からお聞きし

たいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 副町長、江刺家雅弘君。 

             〔副町長 江刺家雅弘君登壇〕 

〇副町長（江刺家雅弘君） ただいまのご質問、ご意見等についてお答えいたします。 

    一般県道二戸軽米線につきましては、いずれ特にあの用地で難航しているという

状況でもなく、比較的進んでいるのかなと思われますけれども、工事に着手しない

となかなか進んでいるというようには見えないかと思いますけれども、今物件移転

等を進めているような状況でございますし、また来年度も引き続き今度残った部分

の物件移転と用地交渉を進めて、いずれ全ての今改良する改良区間の用地の部分が

完了した後に工事に着手したいということで、令和９年度完成を目指して土木セン

ターでも工事を進めているという状況でございますので、例えば後半の兼田商店、

あの辺前後の多分用地交渉等、物件移転等の交渉を来年度やるかと思いますけれど

も、その辺がスムーズに進むようであれば、例えば一部もう起点のほうからでも工

事を早く着手できるように引き続き要望等、お願いをしてまいりたいと考えており

ます。 

    それから、軽米小学校裏線の道路につきましては、以前からも様々いろいろ要望

等もある路線でございます。用地の関係で、なかなか前向きなお話を伺えないとい

う部分で少し難航しておりましたけれども、軽米小学校裏線につきましては比較的

前向きなお話を伺っており、以前にも申し上げましたけれども、防災上、利便性等

も考えれば、町道軽米保育園脇線といずれ連動したような形で整備を進めていきた

い。先ほどの答弁でもお答えしましたけれども、ちょっと一部町道軽米保育園脇線

については、なかなか前向きなお話を伺えないというような状況でございますけれ

ども、いずれ引き続き用地交渉等をお願いして、何とか早期に完成していけるよう

にと思ってございます。 

    また、軽米小学校裏線は赤線、法定外道路ということで既存の道路が２メートル

５０センチぐらいしか幅がない。町道認定するためには、基本的な考え方は４メー

トルなければ町道認定をできないという一つの基準がございます。ですから、１メ

ートル５０センチの部分については、無償で用地のほうを提供をいただいて、そし

ていずれ道路を整備するためには最低でも６メートル５０センチとかぐらいの幅員

が必要となります。それ以外の部分は、用地買収というような形になってございま

す。その辺をいずれ引き続きお願いをして、軽米小学校裏線については、登記まで

は地元には求めない、早期に行くとなれば、役場のほうでも登記の事務も進めてい

くというような形も踏まえて検討しながら、いずれ引き続き早期に工事等に着手で
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きるように検討はしてまいりたいと思っておりますが、ただいつ頃町道認定になる

のかについては、大変申し訳ございませんけれども、現時点ではちょっとお答えで

きないということでございますので、引き続きその辺を進めて、めどが立ちました

らご説明申し上げたいと考えております。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦満雄君） 茶屋隆君。 

             〔８番 茶屋 隆君登壇〕 

〇８番（茶屋  隆君） 答弁ありがとうございました。道路整備は、予算等により優先順

位はあると思いますが、どの路線も重要な路線ですので、一日も早い完成を要望い

たしまして、次の質問に移ります。 

    それでは次に、鳥獣被害対策についてお伺いします。鳥獣被害、イノシシ、鹿、

熊は、軽米町においてもここ数年で目撃情報だけでなく、農作物の被害が増加して

いると農家の方々からお聞きしています。特に二、三年前からイノシシの頭数が増

えてきていて、最近では４頭、５頭以上の群れになって行動しているということで

す。中には１００キロを超す大きなイノシシも見受けられるということです。まだ

人身事故がないのが幸いですが、非常に危険を感じます。 

    また、熊の出没も増えており、目撃情報も多くなってきていると思います。軽米

町では、まだ人身事故はありませんが、環境省の発表によれば、１０月の熊による

全国の人的被害件数が１３道府県で５９件、被害者が７１人、同時期の記録が確認

できる２００６年以降最多だったということです。被害者７１人の内訳は、秋田県

３３人、岩手県１５人、青森県４人と、特に東北が多いということです。１０月２

０日の岩手日報によれば、１０月１９日、八幡平市でキノコ取りをしていた夫婦が

熊に襲われ、妻が死亡、夫は重傷を負ったということで、岩手県では今年熊に襲わ

れ亡くなった人は２人目ということです。こういった熊の被害が多発している中で、

今後は軽米町も鳥獣被害防止対策をしっかりとやっていかなければいけないと思い

ますが、その点を踏まえて鳥獣被害防止対策について３点お伺いします。 

    １点目ですが、過去３年間の鳥獣被害の件数と被害額、鳥獣被害防止対策の補助

の状況についてお伺いします。 

    ２点目ですが、軽米町では今まで鳥獣被害防止のため軽米町鳥獣被害防止計画を

策定し、鳥獣被害の防止に対応してきています。第１次計画は平成２９年度策定、

第２次計画は令和２年度策定し、３年ごとに見直しをしてきています。そして、第

３次計画は令和５年度策定するということですが、第３次軽米町鳥獣被害防止計画

は計画どおり進められているのか。第３次計画を策定するに当たり、最近の鳥獣被

害の状況が変わってきていると思いますが、どのようなことを重点的に策定される

のか、またいつ頃策定できるのかお伺いします。 
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    ３点目、国の鳥獣被害防止総合対策交付金についてですが、昨年の９月定例会の

一般質問で同僚議員の質問の中で、この事業を活用していないのは軽米町だけとい

うことでしたが、その後どのように取り組まれたのか。第３次軽米町鳥獣被害防止

計画に組み入れられたのか、また現在活用があったのかどうか、今後はどのように

対応されていくのかお伺いします。 

    よろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君） 茶屋議員の鳥獣被害対策についてのご質問にお答えいたします。 

    過去３年間の野生鳥獣による農作物被害の状況については、令和２年度の被害件

数４９件、被害額４８７万７，０００円、令和３年度の被害件数５９件、被害額８

９９万２，０００円、令和４年度の被害件数４１件、被害額８８６万円となってお

ります。鳥獣被害防止対策への補助事業として、令和３年度より実施している軽米

町電気柵等設置補助金につきましては、令和３年度には３件で１６万３，０００円、

令和４年度には２件で１２万１，０００円の利用実績となっております。当該補助

金がさらに有効活用されるよう補助内容等の見直し等について検討してまいります。  

    軽米町鳥獣被害防止計画については、現在策定作業を進めております。今後県と

の協議を行いながら今年度中に策定する予定でございます。国の鳥獣被害防止総合

対策交付金につきまして、当町での活用実績はございませんが、平成２９年度には

県の補助金を活用し、携帯型トランシーバー、熊捕獲用わな、センサーカメラ等の

整備を行っております。今後についても、さらなる有害鳥獣の生息数の増加や被害

面積の拡大が想定されることから、有害鳥獣の捕獲による個体数の管理、柵の設置

による侵入防止対策、刈り払い等よる緩衝帯の整備などの生息環境の管理がますま

す重要になるものと考えております。 

    あわせて、鳥獣被害対策の中心となって活動いただいている鳥獣被害対策実施隊

の組織強化、活動支援を図るためにも、鳥獣被害防止総合対策交付金の活用につい

て検討してまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 茶屋隆君。 

             〔８番 茶屋 隆君登壇〕 

〇８番（茶屋 隆君） 答弁ありがとうございました。それでは、再質問いたします。 

    実は、１０月２３日の産業建設常任委員会の視察研修で雫石町での鳥獣被害防止

対策事業についての研修の中から、軽米町でも取り組んでいただきたいことを、雫

石町と遠野市ですけれども、３点お聞きいたします。 

    軽米町では、鳥獣被害の対応は１課だけでなく課をまたいで対応されていますが、
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雫石町では１課で対応し、担当職員も３名、鳥獣被害対策専門員というのが会計年

度任用職員で２名、その中の１人の方が女の方でハンターということでした。専門

の方が対応することで、早期の連絡と猟友会、警察との連携が取られて非常によい

と思いました。当町でも考えてみてはいかがでしょうか、１点目です。 

    雫石町では、旧診療所を改修し、鳥獣被害対策実施隊研修施設を設置し、未来の

ハンターの育成のための研修会、また鹿の解体研修等をやられて、平成２８年度実

施隊員が、猟友会員ですけれども、１４名まで減少したのを現在は４９名まで増や

したということです。当町の実施隊員、猟友会員は二十数名と少なく、増やさなけ

ればいけないと思いますが、どのような形で対応していくのか、２点目です。 

    また、遠野市では、鳥獣被害防止対策として駆除、防除、人材育成の３つの補助

事業で対策に取り組んでいるということです。駆除に関しては、鳥獣被害対策実施

隊に対する捕獲活動のために隊員にわなを貸与しているということです。捕獲に対

する交付金ですけれども、ニホンジカは１頭当たり１万４，４７７円、内訳は国か

ら８，０００円、市で６，４７７円、イノシシは１万３，４７７円で、内訳は国か

ら７，０００円、市から６，４７７円、防除に関しては電気柵購入補助、個人は２

分の１補助で上限が４万５，０００円、団体は補助５分の４で上限が４０万円、ま

た集落で設置する場合に限り侵入防止策の資材費定額補助、多分これは国庫補助だ

と思いますけれども、鳥獣交付金を使われているということです。あと人材育成に

ついてですが、新規ハンターの猟銃やガンロッカー購入費を補助されているという

ことです。購入費用の２分の１補助、上限で１２万円、あと鳥獣被害対策研修会及

び捕獲応援隊育成講習会の実施もやられているというようなことで対応されている

ということです。 

    当町でも捕獲に対する交付金、防除のための電気柵等の購入の補助、新規ハンタ

ー育成のための猟銃等の購入のための補助が必要になってくると思いますが、これ

３点目ですが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  大変ご提案ありがとうございました。現在軽米町でも熊、それか

ら鹿、イノシシ等の被害が増えております。そういった現状も踏まえながら、来年

に向けて予算をしっかりと獲得しながら鳥獣被害防止対策に努めてまいりたいとい

うふうに思います。 

〇議長（松浦満雄君） 茶屋隆君。 

             〔８番 茶屋 隆君登壇〕 

〇８番（茶屋  隆君） 鳥獣被害対策に関しましては、これから熊の被害が非常に心配、

人身被害が出てくるのではないかということで、北海道と東北の知事会が国のほう
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にもしっかりとした対応ということで要望しているみたいですし、今日の新聞にも

階猛議員が政府のほうにも要望していると思いますので、鳥獣被害対策に軽米町と

してもしっかりと取り組んでいただくことを要望いたしまして、次の質問に移りま

す。 

    それでは、最後になりますが、地域おこし協力隊について２点お伺いいたします。

１点目ですが、令和５年度の募集人員は何人で、その事業内容はどのようなもので

あったのか、応募状況はどうであったのか、何人の方が着任されたのかお伺いしま

す。 

    ２点目ですが、令和４年は募集がゼロということで、新しい取組をするというこ

とで令和５年度は協力隊の活動内容を短期間体験するお試し協力隊制度を導入する

とともに、人材募集、発掘、着任後の隊員サポートなど、業務委託を進め、地域お

こし協力隊制度を有効に活用できるよう進めるということでしたが、そのことはど

のように対応され、結果はどうであったのかお伺いします。よろしくお願いします。  

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  茶屋議員の地域おこし協力隊についてのご質問にお答えいたしま

す。 

    まず、１点目の令和５年度地域おこし協力隊の募集についてのご質問についてで

ありますが、令和５年度につきましては１０名の枠について募集を行っております。

事業の内容につきましては、工芸作物のホップを核とした地域農業の担い手育成プ

ロジェクトに２名分、伝統の味噌・醤油づくり継承プロジェクトに１名分、町の魅

力発信強化プロジェクトに１名分、再生可能エネルギーを活用した企業誘致に１名

分、観光イベントの企画充実を目指す事業に２名分、かるまい文化交流センターで

のイベント企画事業に３名分の合わせて１０名分の募集を行っているところであり

ます。問合せは幾つかいただいておりましたが、残念ながら現時点で新たな地域お

こし協力隊の任命には至っておりません。 

    次に、募集の強化についてのご質問にお答えいたします。協力隊の活動内容を短

期間体験するお試し協力隊制度につきましては、１つには２泊３日程度滞在してい

ただき、地域関係者との顔合わせや交流会などに参加しながら体験いただくお試し

制度と、２週間から３か月程度の期間、実際の業務、活動に従事し、着任後のイメ

ージを持ってもらうことを目的としたインターン制度の２通りがあり、いずれにも

対応できるよう本年度予算化をいただいたところでありますが、現時点で利用実績

はございません。 

    そのほか人材募集、発掘、着任後の隊員サポートなどの業務委託につきましては、

洋野町内で地域おこし協力隊の受入れや移住相談等を行っている一般社団法人ｆｕ
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ｍｏｔｏへ委託を行い、そのノウハウを生かした募集案内の作成や、協力隊を希望

する方と自治体とをマッチングするポータルサイトへの登録、問合せがあった場合

の対応を担っていただいております。 

    実績としましては、数人の方から問合せが来ている状況にあります。そのほかに

も直接当町の協力隊に興味を持っていただいている方からの問合せはいただいてお

りますので、引き続き任命に向けて進めていきたいと考えております。 

    なお、現在活動いただいている協力隊員につきましては、コロナの影響で思うよ

うに活動ができなかった期間分として、令和６年度も継続して軽米町で活動できる

特例制度がございますことから、今後の方向性について協議してまいりたいと考え

ております。 

    また、新たな協力隊員の募集についても引き続き同制度を活用したいと考えてお

りますが、一人でも多くの採用ができるよう募集の方法など再検討してまいります。  

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 茶屋隆君。 

             〔８番 茶屋 隆君登壇〕 

〇８番（茶屋 隆君） 答弁ありがとうございました。それでは、再質問いたします。 

    いずれにいたしましても、応募がゼロということは事実です。原因は何か、やは

りそこをもう一度考えてみなければいけないと思います。募集の仕方に問題がある

のか、軽米町に魅力がないのか、また事業内容に魅力がないのか、その辺はどのよ

うに受け止められているのかお伺いします。 

    私は、以前から募集要項に少し問題があるのではないかということは何回も提言

してまいりました。まず、令和４年度、令和５年度を比較してみて、同じ事業で全

く募集要項が変わっていないものが単純にはあります。また、事業内容に問題はな

いと思いますが、その内容の中身、活動、その種類が多いと思います。例えば九戸

村なんかは１つの事業に対してやっぱり１つの項目で、軽米町の場合は、例えば募

集要項を見れば、町の魅力発信強化プロジェクトということの中には６つの項目が

載っています。やっぱりちょっと多過ぎるのではないかなと、これを見ただけで応

募する方は引くのではないかなと思います。その辺はやっぱりもう一度、先ほど町

長が言いました洋野町のｆｕｍｏｔｏという大原さんという方ですけれども、その

方は洋野町の女性と結婚して洋野町に落ち着いて、会社を立ち上げてから今は三、

四年たっていると思うのですけれども、その方はやっぱり民間の考えと町の考えを

融合して幅広く地域おこし協力隊を募集されているということですので、そのこと

は非常にまず新しい取組としてはいいことだと思いますが、やはりその辺、今私が

言った募集要項をちょっと見直してみてもいいのではないかなと思いますが、いか

がでしょうか。 
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〇議長（松浦満雄君） 総務課総括課長、日山一則君。 

             〔総務課総括課長 日山一則君登壇〕 

〇総務課総括課長（日山一則君） ただいまの再質問に答弁申し上げます。 

    茶屋議員今お話のとおり、募集要項に若干問題があるのではないかというような

ご指摘をいただきました。確かに九戸村と比較しますと、そういった形で活動内容

等が多くあり過ぎるのでというようなご意見だったと思います。しかしながら、活

動内容をある程度示すという部分も必要であると考えることから、このような方法

を取ってまいりました。 

    しかしながら、現在はそのミッション型と言われる任務を提示しているわけです

けれども、自分のやりたいことを逆に示していただく提案型といったフリーミッシ

ョンという形で、今後そういった活動を提案いただきながら募集をして、こちらと

のマッチングを図っていくという手法も取り入れていく必要があるのかなというふ

うに考えておりますので、その辺を検討させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

〇議長（松浦満雄君） 茶屋隆君。 

             〔８番 茶屋 隆君登壇〕 

〇８番（茶屋 隆君） 答弁ありがとうございました。最後になります。 

    地域おこし協力隊、大切なことは、隊員が着任しなければ地域おこし協力隊制度

が利用できないということです。地域おこし協力隊は、自治体へ最大で年間４８０

万円の特別交付税が支給されます。利用できればとてもいい制度ではないでしょう

か。特に最近当町の職員は減少傾向にあり、隊員が着任すれば職員の補充にもなり、

好都合ではないでしょうか。そのためには、毎年定期的に何名かの隊員の着任が必

要です。 

    前段でも述べましたが、２年間応募がゼロということは、どこに問題があるのか

再度考えてみなければいけないと思います。今総務課総括課長から、今までのミッ

ション型から提案型、私それもいいと思います。やっぱり今はいろんな専門性を持

った方がいらっしゃいますので、募集に来たときでも、こういうふうなものをやり

たいと言ったら、それにも対応できればいいと思いますので、あと先ほど町長が言

ったｆｕｍｏｔｏ、そこの大原さんという方とも一度お会いして、いろんな話をし

てみれば、やっぱり町の職員の方たちも勉強はしていると思いますけれども、そう

いったものの制度とか、どういうことに携わっているかということをまだ知らない

部分があると思いますので、そういったことをこれからやっていけばいいのかなと

思っております。 

    いずれにいたしましても、募集要項は項目が多過ぎる、九戸村みたいに９項目、

本当に一見すれば、情報発信、移住定住支援、高校支援、特産品開発・販売、宿泊
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施設の活性化、あと自伐型林業の推進普及、伝統工芸の習得・普及というように、

本当に一見して分かります。だから、そういうふうな感じで募集すれば、あと九戸

村では、この募集要項には載っていますけれども、ＳＮＳにそのことをちょっと何

文字かで説明しています。端的に分かりやすいような説明でやっています。軽米町

の場合は、確かにいろいろ項目的に書いて分かります。簡単にあれこれ、あれこれ、

あれこれと、あれこれ、あれこれと見ていれば、何でこれをみんなやらなければな

らないのかと思うように私は感じますので、その辺を見直していただければいいの

かなと思っておりますので、ぜひこれから対応していただきたいと思います。何か

コメントがあれば、終わります。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  ただいまいろいろご提言いただきましたことに関しまして、一つ

一つまた検討を加えて、今２名の地域おこし協力隊の方、来て活躍していただいて

おります。様々な軽米町の特産品開発、それから魅力発信等をしていただいており

ますので、私も地域おこし協力隊はどんどん増やしたいと思っておりますので、ご

提案、大変ありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◇５番 江刺家 静 子 議員 

〇議長（松浦満雄君） それでは、次の質問者に移ります。 

    江刺家静子君。 

             〔５番 江刺家静子君登壇〕 

〇５番（江刺家静子君）  ５番、日本共産党、江刺家静子です。よろしくお願いします。

質問に入らせていただきます。 

    最初は、帯状疱疹予防ワクチン接種に公費助成をということで質問いたします。

ワクチンの接種のほとんどは１５歳までに終了しますけれども、成人後に接種する

機会のあるワクチンが今登場してきています。１つは、肺炎球菌ワクチンというこ

とで、これは６５歳以上の方ということで厚生労働省のほうからも指定されて、私

も受けたところなのですが、もう一つ最近注目されているワクチンが帯状疱疹の予

防ワクチンです。 

    この帯状疱疹は、免疫力が低下したときに発症しやすいとされておりまして、ス

トレスがたまったり、ちょっと疲れているときなどに何か発症しているような気が

いたします。加齢やアトピー性皮膚炎、リウマチ治療などのとき、免疫力を抑える

治療をしている場合は、特に発症しやすくなるという例もあります。発症したとき

には、痛みやかゆみとともに発疹が帯状に現れる病気で、重症化すると視力の低下

や顔面麻痺などになるおそれもあるということです。高齢者は、病気が治った後で
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神経痛になることもあります。８０歳までに３人に１人が発症するとされています。  

    発症したからといって、また２回目ならないとは限らないので、希望する方はワ

クチンを接種すると、なおいいのではないかということも言われております。あく

までもこれは希望する方に対してという公費助成なのですが、ワクチンには生ワク

チンと不活化ワクチンという２種類あるそうです。予防ワクチン接種の金額、結構

な金額なので、このワクチン制度をつくってほしいという町民の方からの要望もあ

りましたので、今回取り上げました。よろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  江刺家議員の帯状疱疹予防ワクチン接種に公費助成をについての

ご質問にお答えいたします。 

    帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスが神経節に潜伏し、再活性化して起こる

皮膚の病気であります。体の左右どちらかの神経に沿って痛みを伴う赤い発疹と水

ぶくれが多数集まって帯状に生じ、症状の多くは上半身に現れ、顔面、特に目の周

りにも現れることがあると認識しております。免疫力が低下するとウイルスが活動、

増殖し始めるものでありますが、発症しても他の人に感染することはないとされて

おります。また、罹患率は５０歳代以降に高くなり、７０歳代をピークに低くなる

傾向にあり、合併症として皮膚の水ぶくれが治癒した後に数か月から数年痛みが持

続する場合があるとのことでありますが、発症早期の抗ウイルス薬による治療によ

って合併症の予防効果が期待でき、死亡に至ることはまれであると聞いております。  

    帯状疱疹ワクチン予防接種を受けると、免疫機能が強化され、受けた方の重症化

を予防する効果が発揮されることから、県内では帯状疱疹予防ワクチン接種の費用

助成を５市町村で行っていると聞いております。現在帯状疱疹ワクチンは、任意接

種として接種することができますが、町としては法令に定められた定期予防接種の

対象疾病でないことから、予防接種助成を行っておりませんが、今後の国の動向に

注視し、対応してまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 江刺家静子君。 

             〔５番 江刺家静子君登壇〕 

〇５番（江刺家静子君） 答弁ありがとうございます。岩手県内では、まだ実施している

町村は少ないようですけれども、例えば北海道とか、大きなところでは東京都など

では、本当にほとんどの市町村、区というところで実施しているようです。国の動

向を見ながらということでしたけれども、国に先駆けて実施していただけるように

要望して、この質問については終わります。 

    ２つ目の質問をさせていただきます。２つ目は、長引く物価高騰に町民と事業者
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の窮状に応える施策を早急に行うことを求めるとしております。物価高騰が続き、

町民の生活、そして事業の経営を深刻にしています。この状況を町長はどのように

認識しているでしょうか。今年に入って軽米町の中心商店街でも何件かの閉店があ

りました。農家の人たちは、肥料や家畜の飼料の値上がり、今年はまた霜の被害や

異常な暑さ、さらには先ほどもありましたが、イノシシや鹿、カラスの被害もよく

聞きます。農業を続けるという気力も尽きてしまうのではないかと心配になります。

ある農家の方は、肥料などの値上がりについて、１割とかそういうものではないの

だよと、１．５倍だよ、考えられるかと言っておりました。本当にやる気をなくす

るのではないかと心配しております。 

    さらに、働く人たちのことですが、厚生労働省が１１月に発表した９月の毎月勤

労統計調査では、実質賃金は前年同月比で２．６％減、１８か月連続の減少となり

ました。これは、実質賃金というものです。それから、岩手県のエネルギー価格、

物価高騰等に伴う事業者への影響調査、８月では影響が継続している８７．３％、

今後影響が出る可能性がある６．６％、合わせて物価高騰、エネルギー価格の高騰

などで９３．９％の方が、その影響が深刻であるということが出ております。そこ

で、次のことについて取り組んでいただきたくお願いいたします。 

    １つ目は、肥料、飼料などの高騰に対して支援金を、前も実施しましたが、また

やっていただきたいということです。 

    それから、２番目、福祉灯油の助成額を昨年度より引き上げて実施すること。岩

手県は、昨年より１，０００円引き上げて７，０００円ということを出しておりま

すが、軽米町はさらにこれを上回るといいますか、助成をして昨年より少しでも多

く福祉灯油の助成をお願いしたいと思います。 

    それから、３つ目、ＬＰガス代の高騰分への助成、ＬＰガスも大変家計にとって

は負担になっております。そのことについてもお願いいたします。 

    ４つ目は、先ほど同僚議員も取り上げましたが、省エネ家電製品購入への支援と

いうことで、ＬＥＤの電球とかということもありましたが、冷蔵庫とか、そういう

のは、本当に省エネと省エネタイプではないものでは、電気の使用料が大分違うそ

うです。ぜひとも省エネエアコンとか冷蔵庫とか買う場合に、支援をお願いしたい

ということです。 

    それから、５つ目は、住宅リフォーム事業、予算を拡充して町民と業者に支援を

お願いします。住宅リフォーム事業は、今年度の予算はもう９月の時点で使い切っ

てしまったということでした。僅か半年で全部なくなったということです。この事

業によっては、もちろん町民の方も助かるわけですけれども、業者の方も仕事が生

まれるので、業者にとっても支援になります。本当に半年過ぎてもうなくなったと

いうことですので、ぜひとも追加の予算をつけていただきたいと思います。 
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    それから、６つ目です。子供たちが経済的な理由で進学を諦めることがないよう

町の奨学金制度を拡充し、将来的な定住につながることを期待することについてと

いうことで、貸付け上限の拡大、返済免除の要件緩和などを、例えばここに具体的

なことは挙げておりませんが、よその市町村の例を見ますと、卒業したら町に戻っ

てくる。そのときに、まず軽米町でもいろんな職種の若い人が足りないわけですけ

れども、ある町村では看護師、保育士、歯科衛生士、社会福祉士、精神保健福祉士、

これらの資格を取って、そして町に戻ってきてその職に就くという方に対しては、

奨学金は町の分は返さなくてもいいというような決まりもあります。 

    地元高校に入った場合の高校の奨学金の返済は、よその高校に行ったときと違っ

て半額返済すればいいとかというのもありました。今本当に子供が少なくて、どう

やってこの町の、移住定住というのも先ほどいろいろテーマがありますけれども、

町に戻ってきて働いたときに何か恩恵があるというようなことができないかなと考

えていただきたいと思います。また、学校の先生、教員が不足しているということ

で、ある町では教員の志望者を優先するというような例もあります。 

    それから、最後７番目、高校生の月額奨学金の引上げをということで、１万５，

０００円以内ということで軽米町の奨学金の制度はなっております。入学するとき

といいますか、定期的にＰＴＡ会費とか、いろんなお金を現金で払うものが見ると、

大体１３万円をちょっと超えているという形です。そのほかに例えば辞書を買うと

か、参考書を買うとか、制服代とか、運動着とか、そういうのはまたもっとかかり

ますので、本当に１万５，０００円ではなくて、もう少し引上げをしていただけな

いかということです。よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  江刺家議員の長引く物価高騰に町民と事業者の窮状に応える施策

を早急に行うことを求めるのご質問にお答えいたします。 

    ウクライナ情勢、原油高騰、円安などの様々な要因により高騰した肥料、飼料の

価格につきましては、令和４年度の高騰時よりは下落しているものの、いまだ高値

で推移しているものと認識しております。これまで国費等により配合飼料価格安定

制度及び配合飼料価格高騰緊急特別対策による飼料価格上昇分の一部補填、また肥

料価格高騰対策事業による肥料費の支援が行われております。 

    町においても、農業経営の安定化を図るため、本年度軽米町配合飼料価格高騰対

策支援金の交付を行ったところでございます。今後につきましては、肥料、飼料価

格は値下がり傾向にあるものの、依然として高止まりで推移していることから、価

格動向に注視しながら、化学肥料の低減や飼料自給率向上への取組等、農業経営の

安定化を図るための支援を検討してまいりたいと考えております。 
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    福祉灯油の助成につきましては、昨年度岩手県と合わせ１世帯当たり６，０００

円の助成を実施したところであります。依然として原油価格の高騰による影響は続

いており、新聞報道等にありますように、県では昨冬より１，０００円を上乗せし

て７，０００円を基準とする助成を行うこととしております。町でも福祉灯油につ

いて昨年度に引き続き助成額を引き上げて実施する方向で検討しているところでご

ざいます。ＬＰガス代の高騰分への助成支援につきましては、現状では独自の助成

は考えておりませんが、国、県での追加策などが示された際には検討を進めてまい

りたいと考えております。 

    また、住宅リフォーム事業につきましても、物価高騰対策としての拡充について

は考えておりません。 

    町の奨学金制度は、条例により大学、短期大学及び専門学校に対し、貸付額は月

額５万１，０００円以内、高等専門学校では月額３万円以内、高等学校等は月額１

万５，０００円以内となっており、それぞれの就学期間に応じて貸付けを行ってお

り、利息等はなく、各学校を卒業後１年間の猶予期間を置いて、１５年以内で返済

していくものとなっております。返済免除については、貸与した方が死亡、疾病等

のやむを得ない事情で返済が困難であると認められた場合は、免除することとなっ

ております。奨学金の利用状況は、平成２７年度の２０名をピークに減少し、ここ

数年は年間５名から６名の利用となっております。 

    国では、平成２６年度から高等学校等の就学支援制度を創設し、授業料の実質無

償化、非課税世帯等への就学に関わる給付金、家計の急変した世帯などへの就学支

援などを行っており、令和２年度からは高等教育就学支援制度を創設し、家庭の収

入等に応じ、大学等の授業料、入学金の免除、減額と給付型奨学金の支給など、大

幅な拡大が行われております。 

    ご提言の町の奨学金制度の貸付額の拡大、返済免除の要件緩和や高校生の月額奨

学金の引上げについては、今後の国、県の子ども・子育てに係る支援の動向を注視

しながら、町民にとって子育てする上でどういう支援が必要とされるか、財政的な

負担も含めてしっかりと見極めながら対応していきたいと考えております。 

    以上、ご質問のあった各項目の支援策の取組の考えについて申し上げましたが、

福祉灯油の助成ほか、国の臨時交付金を見据え、物価高騰の影響を受ける町民への

支援策について、本定例会に関係予算を追加提案させていただきたいと考えており

ます。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 江刺家静子君。 

             〔５番 江刺家静子君登壇〕 

〇５番（江刺家静子君）  省エネ家電については何か回答がなかった、省エネ家電とある、
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すみません。 

    それで、今回の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金というのが国から出る

わけですけれども、岩手県に１０５億円、軽米町に９，３６９万９，０００円が来

るというような情報を得ました。これがどのように使われるのかなというのがあり

まして、今この質問も考えたところなのですけれども、先ほど同僚議員の質問にも

ありましたけれども、再エネの施設の償却資産の固定資産税なんかも随分たくさん

入ってきているようなのですけれども、ぜひともそういうのも財源にしながらお願

いしたいと思います。 

    住宅リフォームも本当に昨年は冬の場合電気料が７万円とか８万円とかで、もう

やっていけないよという方も話を聞きましたので、ぜひ住宅を少し断熱の高いよう

にするとか、そういうのにも使えると思いますので、住宅リフォーム拡充していた

だければなと思いました。 

    あとは奨学金のことですけれども、いかにして軽米町に子供がまた戻ってきてほ

しいとか考えるわけですけれども、こういう方法もあるのではないかということで

丁寧な検討をしていただきたいなと思いました。よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君） 省エネ家電につきましては、先ほど大村議員の質問にも答弁いた

しましたけれども、これは脱炭素も含まりますので、これはまず検討してまいりた

いというふうに考えております。 

    また、省エネ住宅等もおっしゃるようなご意見等もありますので、国の動向を見

ながらこれも検討してまいりたいというふうに考えております。 

    あとは、詳細については課長のほうから説明させたいと思います。 

〇議長（松浦満雄君） 総務課総括課長、日山一則君。 

             〔総務課総括課長 日山一則君登壇〕 

〇総務課総括課長（日山一則君） ただいまの質問についてお答えいたします。 

    先ほどご質問のありました国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金につき

ましては、９，３６９万９，０００円ということで内報を受けております。それの

メニューにつきましては、重点支援地方交付金推奨事業メニュー分ということで３，

２９１万５，０００円、それから同じく低所得者支援分として６，０７８万４，０

００円の内示を受けているところでございます。 

    推奨事業メニュー分につきましては、本定例会におきまして追加で補正予算のほ

うをご提案申し上げる予定でございますが、その中に各町民の方へ支援ということ

で５，０００円分の商品券を給付しようという事業を検討しております。事業費に

つきましては４，６６４万９，０００円を予定しているところでございます。また、
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低所得者支援分につきましては、新聞報道等でもご存じのことと思いますが、低所

得者世帯、家計急変世帯への負担軽減ということで、１世帯当たり７万円の給付と

いうことでございまして、これにつきましては、事務費を含めまして９，０１５万

４，０００円の事業を予定しておるところでございます。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 江刺家静子君。 

             〔５番 江刺家静子君登壇〕 

〇５番（江刺家静子君）  答弁ありがとうございました。支援金などは現金といいますか、

商品券の事業なんかも今考えているのでしょうか、商品券で交付するとか。 

〇議長（松浦満雄君） 総務課総括課長、日山一則君。 

             〔総務課総括課長 日山一則君登壇〕 

〇総務課総括課長（日山一則君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    町民の方への５，０００円の給付といいますか、支援につきましては、商品券を

予定しております。また、低所得者世帯への７万円給付につきましては、現金での

給付ということで事業を計画しております。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦満雄君） 江刺家静子君。 

             〔５番 江刺家静子君登壇〕 

〇５番（江刺家静子君）  ３つ目の質問に入らせていただきます。役場出張所の役割と存

続についてということでお話しさせていただきます。 

    １０月２３日と２４日の夜、役場出張所業務の委託と出張所閉所に関する説明会

がありました。出張所は、旧３町村が合併して、職員数や業務の縮小などがされて

きて、今は職員は会計年度任用職員１人だけの出張所になっております。閉所につ

いては、ここに本当の目的と計画というふうに書いておりますが、いつ頃から進め

られてきたのか伺います。 

    というのは、何か例えば人口対策とか、総合対策とか、いろんな計画があります

けれども、そういうところにも出張所の閉所というのが何かなかったような気がし

ます。役場としては、ずっと考えてきたのかもしれませんが、住民としては急に来

たなというふうな感じも受け取っているのではないでしょうか。 

    また、２番目として、出張所の業務のうち証明書の交付は業務の一部にすぎませ

ん。職員が常駐しなくなると、地域の活動が停滞していくことが懸念されます。生

活改善センターや公民館としての役割、また財政的な負担はどうなっているのかお

伺いします。 

    また３つ目、出張所閉所ありきの説明会ではなくて、意見交換会やアンケート、

パブリックコメントなども行って、段階的に進めていくべきではなかったかと思い
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ます。よその出張所を閉鎖するに当たっての経過などを見ますと、本当に丁寧な進

め方をしております。本当に実際は行政改革でも財政的なことで閉鎖するのか、そ

の辺のところをお聞きしたいと思います。 

    それから、その取扱い業務について郵便局に委託というか、郵便局でやるように

なるということでしたが、郵便局との契約というのか、そういうのは決まっている

でしょうか、お伺いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  江刺家議員の役場出張所の役割と存続についてのご質問にお答え

いたします。 

    晴山出張所、小軽米出張所につきましては、事務の取扱い件数が減少しているこ

と、職員の確保が困難などの状況から、第５次軽米町行政改革大綱を策定する際に、

民間委託の検討を実施計画に位置づけた経緯があり、平成２８年度より調査を行っ

ております。その後基本方針等の見直しを経て、令和３年度より取り組んでいる第

６次軽米町行政改革大綱においては、民間委託を推進することとして、引き続き検

討を重ねてまいりました。 

    行政改革推進の主要事項の一つは、質の高い行政サービスの提供でございますが、

町といたしましては、社会情勢の変化や多様化する町民ニーズに対応するため、各

種事務事業を検証し、必要に応じて事務事業の廃止や簡素化を図るとともに、民間

委託を推進することにより、効率的な事務事業の執行体制を整備してまいりたいと

考えているところであります。 

    出張所につきましては、これまでも取扱い業務の見直し、取扱い時間の短縮など

を進めてまいりました。今回の委託に伴う効果としては、出張所に係る経費の抑制

とともに、他の業務への人材活用が図られるものと考えております。 

    以上を踏まえ、利用者の減少した出張所を単に閉鎖するのではなく、民間委託す

ることで窓口機能を維持することが可能と判断したものであり、現在取り扱ってい

る業務は、極力引き継げるよう調整を図っているところでございます。 

    小軽米生活改善センター及び晴山公民館につきましては、出張所を閉所した後に

おいても、それぞれ地域活動の拠点施設としての機能は継続していきたいと考えて

おります。 

    財政的な負担につきましては、引き続き予算措置を行い対応することとし、今後

の運営については、他の同類の施設との整合性を図り、地域の意向を聞きながら検

討を重ねていきたいと考えております。 

    今般の住民説明会では、多くのご意見を頂戴いたしまして、地域の拠点である現

在の出張所が閉じることについて、地元の皆様にとって様々な思いがございますこ
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とは十分承知しているところでございます。引き続き、出張所業務の委託に伴う課

題の解決を図り、地域の皆様のご理解を得られるよう進めてまいりたいと考えてお

ります。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 江刺家静子君。 

             〔５番 江刺家静子君登壇〕 

〇５番（江刺家静子君） 答弁ありがとうございました。 

    説明会で多くのご意見をいただいたというふうになっていますけれども、私は何

か参加した人が少なかったのではないかなと思います。それから、今町長は多様化

する住民要求にということでした。本当に高齢化して過疎化し、例えば小軽米の場

合は郵便局にも業務委託します、出張所もありますよとなれば、これは本当に、あ

あ、よかったな、あっちで納められるし、こっちでも税金も納められるしと、そう

いうのであれば私はよかったなと思うのですが、そうではなくて出張所はなくして、

小軽米の場合はコンビニもありませんし、お店もないので、本当に何かという場合

は、証明の発行件数は少なかったかもしれませんが、そのほかのことを見ますと、

黒板にも本当にほとんど隙間がないくらい毎日いろいろ活用されていて、あそこに

常駐する職員がいなかったら、本当に小軽米の方は中学校もないし、農協もないし、

本当にどうなのだかなというふうな、本当に寂しくなる、悲しいというようなこと

を言っておりました。できれば、また町民の声を生かすとか聞くというのであれば、

あんな真っ暗な時間ではなくて、土曜日の午後とか明るい時間に話合いの機会を持

っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

    ちなみに、軽米町が昭和３０年１月に合併したわけですけれども、面積からいく

と一番広いところは小軽米、そして軽米地区、そして晴山地区はその半分ぐらいの

面積ということになっています。でも、晴山の場合は、恐らく証明書の発行件数が

多いのは、晴山の人たちは町の中心部に来ないで買物を、例えば二戸市のほうに行

くのが多いのかなと思いますので、そこで証明を取って二戸市の機関に行くと。小

軽米のほうがすごく少ないというのは、お店もないし、例えば県の機関とか国の機

関に書類を提出するときも、やっぱり軽米町の役場に来てもらうというので、小軽

米のほうはかなり少ない取扱い件数になっているのかなと思います。 

    ただ、そこを使う頻度といいますと、やっぱり晴山も多いのですが、小軽米はす

ごく多いなと思いました。高齢化、過疎化ということと、それからにぎわい創出と

かとよく言いますけれども、そういう意味からいけば、あそこに職員がいるという

のは本当に安心だなと思いますが、もうこれは見直しはしないということでしょう

か。ぜひまた説明会の開催と、それから見直しについてお伺いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 
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             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  いろいろ説明会でも皆さん方からご意見をいただきました。こう

いう機会はこれからも続けていきたいと思いますし、急ぐことなく、皆さんからご

意見をいただきながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 江刺家静子君。 

             〔５番 江刺家静子君登壇〕 

〇５番（江刺家静子君）  質問する順番がちょっとあれなのですが、今回の出張所の閉所

についての説明会というのを町民生活課でやったわけですけれども、これは一つの

行政の機関だと思います。町民生活課の出先ではなくて役場の出先、いろんな仕事

をしていますのでと思いますが、なぜ総務課ではなくて町民生活課が担当課といい

ますか、説明することになったのかということもお聞きします。 

    それから、例えば郵便局とは、そういう契約はもう済んでいるのでしょうか。も

し、マイナンバーカードが絶対、郵便局で何か、今まで納税とかはやっていたので

すけれども、マイナンバーカードが絶対必要であるということはないのでしょうか。

まだ議会に議案としても出ていないので、まだこれからもう少し地域とも懇談する

機会があると思いますので、今の２つのことについて、なぜ総務課ではなかったの

かということ１つ。それから、郵便局の契約とか、マイナンバーカードのことにつ

いて、マイナンバーカードが必要条件なのかについてもお伺いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町民生活課総括課長、工藤晃子君。 

             〔町民生活課総括課長 工藤晃子君登壇〕 

〇町民生活課総括課長（工藤晃子君）  ただいまの江刺家議員のご質問にお答えいたしま

す。 

    まず、１つ目のなぜ総務課からの説明ではなかったという点についてでございま

すが、出張所業務は、住民票の交付などを出張所の業務としております。その点か

ら、その業務を委託するという点から進めておりましたので、町民生活課のほうで

中心となって庁舎内で検討を進めておりまして、説明会のほうも町民生活課のほう

でさせていただいたという経緯でございます。 

    それから、マイナンバーカードが使用されていくのに郵便局では大丈夫なのかと

いうような内容かと思いますが、この委託に関しましては、今現在行っている出張

所業務をそのままの形で委託先に委託をするということを大前提にして検討してお

りました。でありますので、現在はマイナンバーカードを使用しての事務の取次ぎ

というのは、出張所ではまだ行っていない状況です。今現在のままを引き継ぐとい

うことでマイナンバーカードに関しては、検討には入れていないところです。 

    それから、郵便局との契約ということでございますが、業務委託内容についての
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検討は、これまでも進めてきておるところです。すり合わせもしてきておるところ

ですが、まだ委託できる業務内容というところが確定していませんので、まだ契約

というところまでは至っていない状況であります。 

    そしてまた、これからも協議というところは、地区の皆さんからいただいたご意

見を基に業務内容についての協議というところは、今も進めているところでござい

ます。 

    以上です。 

〇議長（松浦満雄君） それでは、以上で一般質問を終了します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第１６号から議案第２０号までの一括上程、説明、質疑、委員会付託 

〇議長（松浦満雄君）  日程第２、議案第１６号 一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例から日程第６、議案第２０号 令和５年度軽米町一般会計補正予

算（第８号）までの５件を一括して議題といたします。 

    提案理由の説明を求めます。 

    議案第１６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から議案

第２０号 令和５年度軽米町一般会計補正予算（第８号）までの５件について。 

    総務課総括課長、日山一則君。 

             〔総務課総括課長 日山一則君登壇〕 

〇総務課総括課長（日山一則君）  議案第１６号から議案第２０号の提案理由をご説明申

し上げます。 

    議案第１６号の提案理由をご説明申し上げます。議案第１６号は、一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。理由といたしましては、

岩手県人事委員会の勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する所要の改正をしよう

とするものでございます。 

    概要につきましては、別紙にて説明資料を準備しておりますので、１ページを御

覧ください。最初に、給料表の見直しを行ったものでございます。民間給与との格

差を解消するため、初任給をはじめ若年層に重点を置き、そこから逓減させる形で

給料表全体の引上げ改定を行うものでございます。初任給については、大卒程度で

１万１，０００円、高卒程度で１万２，０００円の引上げとなります。経験年数ご

との引上げ見込額ということで資料のほうに掲載しておりますが、高卒１年目では

約２１万円ほどの引上げ、また４０年ほどの職員であれば６万円弱というふうな形

で各年齢層とも引上げとなっております。 

    なお、この給料表の改定につきましては、議案第１６号の２ページから１８ペー

ジに記載のとおり改定となり、令和５年４月１日から適用されるものでございます。  

    次に、勤勉手当の支給率の引上げでございます。資料は２ページを御覧ください。
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一般職の期末手当と勤勉手当を０．１か月分引き上げ、年間支給率を４．５月分と

し、引上げ分は期末手当及び勤勉手当に０．０５月分ずつ均等に配分するものです。

また、中段以降にございます定年前再任用短時間勤務職員につきましては、期末手

当と勤勉手当を０．０５月分引き上げ、年間支給率を２．３５月分とし、引上げ分

は期末手当と勤勉手当に０．０２５月分ずつ均等に配分いたします。これら期末勤

勉手当の支給率の引上げについては、令和５年１２月１日から適用するものでござ

います。 

    また、令和６年度以降の期末手当及び勤勉手当につきましては、資料にあります

ように６月期と１２月期を同じ支給率に改正し、令和６年４月１日から適用するも

のでございます。 

    続きまして、議案第１７号の提案理由をご説明申し上げます。議案第１７号は、

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例で

ございます。理由といたしましては、岩手県人事委員会の勧告に鑑み、所要の改正

をしようとするものです。 

    概要につきましては、資料３ページを御覧ください。特別職の期末手当を０．１

月分引き上げ、年間支給率３．４月分とし、令和５年１２月１日から適用するもの

です。また、令和６年度以降の期末手当につきましては、資料のとおり６月期と１

２月期を同じ支給率に改正し、令和６年４月１日から適用するものでございます。 

    次に、議案第１８号の提案理由をご説明申し上げます。議案第１８号は、議会の

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。

理由といたしましては、岩手県人事委員会の勧告に鑑み、所要の改正をしようとす

るものです。 

    概要につきましては、同じ資料を御覧ください。先ほど申し上げました特別職と

同様に、議会議員の期末手当を０．１月分引き上げ、年間支給率３．４月分とし、

令和５年１２月１日から適用するものでございます。 

    また、令和６年度以降の期末手当につきましても、特別職と同様に６月期と１２

月期を同じ支給率に改正し、令和６年４月１日から適用するものです。 

    議案第１９号のご説明を申し上げます。議案第１９号は、会計年度任用職員の給

与等に関する条例の一部を改正する条例でございます。理由といたしましては、諸

般の情勢に鑑み、所要の改正をしようとするものです。 

    概要につきましては、同じく３ページを御覧ください。会計年度任用職員の期末

手当を０．０５月分引き上げ、年間支給率２．６月分とし、令和５年１２月１日か

ら適用するものです。 

    また、令和６年度以降は、勤勉手当を新たに支給することとし、期末手当及び勤

勉手当の年間支給率を一般職と同じ４．５月分に引上げすることとし、令和６年４
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月１日から適用するものでございます。 

    議案第２０号の提案理由をご説明申し上げます。議案第２０号は、令和５年度軽

米町一般会計補正予算（第８号）であります。内容といたしましては、歳入歳出の

予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７，１２１万４，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ７６億７，０８０万２，０００円とするものでござ

います。本補正予算には、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受ける町

民の皆様への支援策として、国の重点支援地方交付金を活用した支援事業や福祉灯

油費等給付事業等を実施するための関係予算のほか、先ほどご説明申し上げました

職員等の給与改定に伴う人件費について計上させていただきました。 

    議案第１６号から第２０号につきまして、ご審議の上ご議決賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

〇議長（松浦満雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

    ただいま議題となっております議案５件については、特別委員会に付託して審査

する予定でございますが、この際総括的な質疑を行います。質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

    お諮りします。ただいま議題となっております議案５件については、令和５年度

軽米町一般会計補正予算等審査特別委員会に付託して審査することにしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

             〔「異議なし」と言う者あり〕 

〇議長（松浦満雄君） 異議なしと認めます。 

    よって、ただいま議題となっております議案５件については、特別委員会に付託

して審査することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

〇議長（松浦満雄君） 以上をもって本日の一般質問を終わります。 

    次の本会議は、１２月１２日午後２時からこの場で開きます。 

    本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 

（午後 零時０７分） 


